
 

令和７年７月吉日  

日本税協連福祉会 共済制度 

 ご加入事務所 御中 

日 本 税 協 連 福 祉 会  

（ 事 務 幹 事 ）住友生命保険相互会社 

 

日本税協連福祉会 共済制度 令和６年度配当金のご案内 

 

 

  拝啓  いつも格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

     さて、ご加入いただいております共済制度につきまして、令和６年度決算に伴う配当還付率が決 

 定いたしました。 

配当金のお支払いに関し下記のとおりご案内申し上げますので、ご確認いただきますようお願いい

たします。 

敬具 

記 

 

【令和６年度配当金お支払要領】 

 
生命共済制度 

「優Ｙｏｕプラン」 

３大疾病保障 

共済制度 
医療保障共済制度 

対 象 

期 間 
令和６年５月１日から令和７年４月３０日迄 

配当金 

割当て 保険期間満了時(令和７年４月３０日)現在の被保険者に割り当てます。 

配当 

還付率 

上記対象期間に払い込ま

れた保険料の約３７％ 

 

上記対象期間に払い込ま

れた保険料の約１５％ 

上記対象期間に払い込ま

れた保険料の約２７％
(制度運営費は、設定して

おりません。） 
 

掛金から令和６年度 

制度運営費(保険金額

100 万円あたり 35 円)

を引いたものが保険

料です。 

 

 

 

 

掛金から令和６年度 

制度運営費(保険金

額 100 万円あたり 20

円)を引いたものが

保険料です。 

配当金の 

ご送金 

７月２５日(金)の着金予定にて収納代行会社(株)シーエスエスから掛金振替口

座あて送金いたします。送金名義は「CSS（日本税協連福祉会）」となります。 

※別途ご案内の通り、医療保障共済制度については令和７年４月３０日にて制度終了しております。 

 

（生命共済制度配当金一部控除に関して） 

日本税協連福祉会では、当制度の更なる発展を目指して、配当金の一部（令和６年度は生命共済制度の 

保険料総額の約１％）を当制度の安定、拡充のために充当させて頂いております。 

 

 ＊添付書類をご確認ください。 

 



【添付書類】ご加入の制度により添付内容が異なります。 

タイトル 

ご加入の共済制度 

生命共済制度 ３大疾病保障共済制度 医療保障共済制度 

配当金被保険者別明細書 〇 〇 〇 

配当金のお知らせ 

（被保険者別） 
－ 〇 〇 

３大疾病保障共済制度 

（ご案内チラシ） 
〇 〇 〇 

※保険期間満了時(令和７年４月３０日)現在の明細です。 

※別途ご案内の通り、医療保障共済制度については令和７年４月３０日にて制度終了しております。 

 

【ご照会先】 

＜事務幹事＞ 

住友生命保険相互会社 法人サービス室 担当：木原・福満 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿６－１４－１ 新宿グリーンタワービル２５Ｆ 

℡０１２０－３５７－２２４  

日本税協連福祉会 事務局 担当：齋藤・久本 

〒141-0032 東京都品川区大崎１－１１－８日本税理士会館４Ｆ 

℡０３－５７４０－０９２０ 

 

【「３大疾病保障共済制度［会社掛］」のご案内】 

   日本税協連福祉会では、全国の組合員と税理士事務所で働く職員の皆様の福利厚生制度の充実を進めており、 

「３大疾病保障共済制度」においては従来の［個人型］ に加え、［会社掛］が令和７年５月に発足しておりま

す。制度内容は添付のご案内チラシをご覧ください。ご希望の事務所様には、制度の詳しいご説明に最寄りの

住友生命の担当者がお伺いいたします。上記【ご照会先】までお知らせください。 

 

【「３大疾病保障共済制度」における留意事項】 

・確定掛金について、パンフレットの概算掛金額より下がっております。確定後の掛金については同封してお

ります「３大疾病保障共済制度：確定掛金のご案内」をご確認ください。 

・ご加入の検討にあたっては必ずパンフレットをご確認のうえお手続きをしてください。 

・各種パンフレットおよび「事務の手引き」については、インターネットからでも閲覧・取出しが可能です。 

   ＞「日本税協連」と検索 

＞「日本税協連ネット」 

＞左側メニューの上から３番目「日本税協連福祉会の概要」 

   ＞該当のリンクから閲覧・取出しが可能です。 

以上 


